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町田えびね苑条例の一部を改正する条例 

町田えびね苑条例（平成７年１２月町田市条例第４１号）の一部を次のように改正

する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（入苑料） （入苑料） 

第４条 前条に規定するえびねの開花期間中

に、入苑する者は、次の表に定める入苑料を

前納しなければならない。 

第４条 前条のえびねの開花期間中に、入苑し

ようとする者は、次に定める入苑料を前納し

なければならない。 

区分 入苑料 

一般 ３１０円 

中学生、高校生

及びこれらに

準ずる者 

１００円 

小学生以下 無料 
 

区分 入苑料 単

位 
個人 団体（２０

人以上） 

一般 ３１０円 ２６０円 １

人

１

回 

小学生、中学生

及び高校生並

びにこれに準

ずる者 

１００円 ８０円 

 

２・３ 略 ２・３ 略  

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 


